
四国森林管理局樹木採取権制度説明会　質問に対する回答　
令和３年８月３日（火）　１３：３０～１５：００　参加事業者１０社

質問番号 資料番号 頁 項　目 質問内容 回　答

1
  １、

４
 P.8、
P.22

・権利設定料、樹木料
・樹木料及び樹木の採取に
ついて（概要）

　実行計画に基づき森林管理局長が収穫調査を実施するこ
ととなるが、樹木料の折り合いがつかず、再度実施をする
こととなった場合、収穫調査費用は採取権者の負担となる
のか。

　採取を選択しなかった伐区について、再度採取をすることと
した場合で、樹木料の提示から１年を超えており、かつ再度収
穫調査が必要な場合等は、樹木採取権者が自らの費用負担によ
り指定調査機関に委託して収穫調査を行うこととなる。

2 1 P.6
・樹木採取権の参加資格要
件

　樹木採取権の参加資格要件は、単独の個人又は法人であ
り、ジョイントベンチャーのような複数の者で構成される
法人格を持たない団体は該当しないとのことであるが、単
独の個人又は法人が下請け業者を使うことは可能か。

　採取・搬出等において下請け業者を使う場合ことは可能だ
が、下請け業者による実行体制を含めて申請者が要件を満たし
ているか審査することとなる。詳しくは公募時の説明会で説明
したい。

3 1
P.10
P.11

・木材の安定的な取引関係
の確立

　資料１のP.11（木材の安定的な取引関係の確立）に記載
されているイ～カの項目は、全ての条件を満たすと評価が
高くなるのか。または、全ての条件を満たさないと審査基
準に適合しないこととなるのか。

　イ～カの項目は木材の安定取引に係る事業量のイメージとし
て示したものでだが、資料１のP.10（木材の安定的な取引関係
の確立）に記載されているア～カの項目は審査基準のため全て
満たすことが必要である。なお、申請時点における素材生産量
に対する協定に基づく取引量の割合が高いほど評価が高くな
る。詳細は公募時の説明会で説明したい。

4 1 P.8 ・権利設定料、樹木料

　資料１のP.8（権利設定料、樹木料）には、「樹木料は年
に１回～複数回納付」との記載があるが、具体的に説明し
てほしい。

　樹木料は、採取開始予定時期等を踏まえ伐区毎に提示するこ
ととしており、年に複数回、その都度納付していただくことが
ある。

5 2
P.18
～23

・想定伐区

　採取区と想定伐区の違いは何か。また、公募時には現在
と違う想定伐区が示される可能性はあるのか。

　想定伐区は、採取の基準に基づき国が想定する伐区であり、
公募時に変更する予定はない。実際の伐区は、樹木採取権者が
国と調整したうえで作成する施業計画において決めることとな
る。

6 2 P.15 ・森林資源等状況一覧表

　今回の樹木採取区において、保安林以外の法令制限はあ
るのか。また、必要な作業許可等の手続きは採取権者が行
うのか。

　保安林（水源かん養）以外の法令制限はない。皆伐の協議は
国が行うが、必要な作業許可等については、これまでの立木販
売と同様、樹木採取権者が行う。

7 1 P.20 ・植栽等

　事業者は、樹木の採取とともに植栽を行うことも示さな
いと評価が下がるのか。

　事業者は、公募時に提出する申請書類において、国からの植
栽の申入れに応じる旨の表明を行わない場合、採取権者として
選定されないこととなる

8 1 P.3 ・権利義務の内容

　申請時点において、事業者は樹木の採取と植栽をセット
で実施する旨示すことが必要であることを理解したが、樹
木採取権制度で定める権利の範囲には、植栽は含まれない
という理解でよいか。資料１のP.3（制度の特徴（権利義務
の内容））において、植栽・保育は権利の範囲外と記載さ
れている。

　事業者に対する植栽の申入れは、国有林野の管理経営に関す
る法律第８条の２５に基づくものであるが、植栽が樹木採取権
の権利範囲に含まれるのかと問われれば、植栽は権利の範囲外
である。
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9 1
P.7
～8

・樹木採取権者の選定
・権利設定料、樹木料

　資料１のP.7（樹木採取権者の選定）における審査基準の
②に記載されている樹木料の算定の基礎となるべき額（基
礎額）は、事前に公表されるのか。

　基礎額は公募開始時に公表する。

10

1、

4、

5、

P.9
～P.11

P.19
～P.21

P.7、P.9

・木材の安定的な取引関係
の確立

　木材の安定的な取引関係の確立のため、申請者と川中事
業者及び川中事業者と川下事業者とそれぞれ協定を必ず締
結しなければならないのか。
　また、資料１のP.11（木材の安定的な取引関係の確立）
のエ、オでは事業量の増加が要件となっているところ、資
料５の協定書の例では、（取引量の増加は確認できるが）
事業量の増加が確認できないが構わないのか。

　それぞれ協定を締結して頂きたいが、川中・川下事業者の連
名での協定も可能。
　事業者間の協定書の役割は、実際に事業者間で協定を締結し
ているということが確認できればよく、この協定がきっかけに
なって地域が発展していくことが重要。
　また、安定取引協定について、資料１のP.10（木材の安定的
な取引関係の確立）のとおり、樹木採取区から供給される木材
の年間取引量については、当該協定に基づき供給される予定で
ある必要があるが、申請者の取引の全てにおいて当該協定を締
結する必要は無いため、事業量の増加分については申請書の中
で別途確認することとしている。なお、新規の需要開拓の取組
については、資料５の例２－１（P.7）及び例２－２（P.9）の
第３条第２項に記載されている。
　資料４のP.21（木材の安定的な取引関係の確立（実施契約に
おける取扱等））の＜実施契約（木材取引計画）における取扱
と申請書の内容の事後確認>に記載されている事項を参考にし
ていただきたい。
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